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わが国の駐車場整備の法制度

•1957年に制定された駐車場法

•交通の輻輳する場所に駐車場整備地区を設定

•路外駐車場を整備することで、都心部の駐車対

策を講じる

•都市計画駐車場

•届出駐車場

•附置義務駐車施設
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駐車場整備台数の変化
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付置義務駐車施設

•ある一定規模以上の建築物を新築・増築をする

場合に、床面積に応じて駐車スペースを設置

•標準駐車場条例に基づいて、各自治体が地区特

性を考慮しながら附置義務基準を設定
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付置義務駐車条例による空間確保

大規模建築物

小規模建築物
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・路上駐車のルール
・共同荷さばき場

・建物用途
・搬入の一括システム
・集荷センター

（地区交通計画） （物流のシステム化計画）

性能設計（評価）

3000

1500
20000
～ 30000

・路上駐車に関する
　自主規制
・路上駐車取り締まり

(担保)

・地区内駐車場
　利用共同化

附置義務駐車条例の
対象外

過剰な駐車場の整備による
土地（床面積）の非効率な利用

床面積

6000～
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駐車場散在化の問題

（１）コンパクト＋ネットワークのまちづくり中での駐車場の配置問題
（２）歩行者の安全性の問題

6



付置義務駐車施設緩和の動き

•鉄道などの公共交通の整備が進んでいる地区等で

は過大になる

•規制緩和が行われれば、新旧の建築物が混在する

ことになり、不公平が発生する

•地域住民の参加による駐車協議会を設けて地域

ルールで運用する
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地域ルールの適用

•緩和

•乗用車用駐車スペースの減免

•地区附置義務に基づく駐車スペースの隔地設置

•強化

•申請手数料・負担金

•地域貢献（貨物用・二輪車用駐車スペース）
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付置義務駐車台数の減免
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隔地集約のイメージ
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減免の基準
特徴 地域ルール 概要

用途毎
に基準
を設定

大丸有ルール 都条例に次の緩和係数を乗じる
事務所用途：0.7 店舗用途：1.0

新宿駅東口ルール 百貨店その他の店舗（5万㎡以下）：2.38台／1,000㎡（420㎡ごとに1台）
事務所、その他特定用途、非特定用途：2.00台／1,000㎡（500㎡ごとに1台）

新宿西口ルール 百貨店その他の店舗（5万㎡以下）：2.38台／1,000㎡（420㎡ごとに1台）
事務所、その他特定用途、非特定用途：2.17台／1,000㎡（460㎡ごとに1台）

池袋ルール 都条例に以下の緩和係数を乗じる（東口／西口）
百貨店その他の店舗（東口0.84／西口0.86）
事務所・その他特定用途・非特定用途（東口0.6／西口0.36）

地区毎
に基準
を設定

環状2号・虎ノ門周
辺ルール

類似施設をもとに建築物の需要台数と駐車施策に伴う整備台数を積み上げて設
定し、都条例の基準との差分を減免台数とする
・環２沿道地区：条例に基づく付置義務台数×0.6（最低基準）
・その他地区：条例に基づく付置義務台数×0.4（最低基準）

品川駅北周辺ルール 類似施設をもとに建築物の需要台数と駐車施策に伴う整備台数を積み上げて設
定し、都条例の基準との差分を減免台数とする
・東京都条例に基づく付置義務台数×0.4（最低基準）

駐車需
要で設
定

渋谷ルール 類似施設をもとに建築物の需要台数と駐車施策に伴う整備台数を積み上げて設
定し、都条例の基準との差分を減免台数とする

面積で
基準を
設定

東京駅前ルール 百貨店その他の店舗以外の用途・延床2,000㎡以下：都条例×0.7
百貨店その他の店舗以外の用途・延床2,000㎡超：都条例×0.4
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隔地の基準
特徴 地域ルール 概要

特定地域
での隔地

新宿駅東口ルール 新宿通り・モア４番街→一般車のための出入口を設けない
→駐車施設の隔地を積極的に推奨する

新宿西口ルール 特定空間（駅周辺地域）→道路に面しない場合は積極的に隔地を行う

環状2号・虎ノ門周
辺ルール

「環２沿道地区」から集約を行うことを原則
「虎ノ門１・２丁目地区、虎ノ門、愛宕山周辺地区」において集約駐車施設を
設定

品川駅北周辺ルール 一部の地域からの隔地を行い集約駐車場を整備する

面積の
隔地

銀座ルール 500㎡未満の建物から集約駐車場へ隔地（300m以内）
500㎡以上の建物で付置義務駐車台数の1.2倍を整備して集約駐車場とする

池袋ルール 500㎡未満の建物は隔地を推奨
500㎡以上3000㎡未満の建物は敷地内で確保
3000㎡以上の建物は地域貢献として周辺の駐車需要を受入れ

特定地域
と面積で
隔地

渋谷ルール 駅直近地区では積極的な隔地の推奨（300m以内）
連携が得られる場合は弾力的な設定
その他地区では小規模な駐車場の隔地を積極的に認める（小規模建物の隔地）

東京駅前ルール 3000㎡未満の建物で「快適な歩行環境の整備を行う路線」では積極的隔地を推
奨（中規模建物の隔地）
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地域ルールのポイント

•現実の利用実態調査による科学的根拠データに

もとづく緩和措置

•建物単位から地区単位での駐車スペース確保と

いう考え方

•住民参加型の地域ルールで運用するという点
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◆商業者の
荷さばきに
対する意識

出典：第５回東京都市圏物資流動調査 （端末物流調査）(H26)

端末物流の問題

41% 16% 17% 5%
5%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

路上に駐車する場所がない 歩行者が多く運搬しにくい 駐車場所から移動距離が長い

時間貸し駐車場がない 駐車料金が高い その他

◆運輸事業者
の荷さばきに
対する意識
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出典：国土交通省総合政策局「物流を考慮した建築物の設計・運用について～大規模建築物に係る物流の円滑化の手引き～」
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_tk1_000110.html


